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平成３１年度 未来の担い手づくりワークショップ 

運営業務に係る公募型プロポーザル実施要領 

 

１．業務概要 

(1) 目的  

  弘前の活性化を図るため、未来を担う人材および地元クリエイターの育成をとおして、地方創

生の実現を目指すことを目的とする。 

 (2) 業務名  

 平成３１年度 未来の担い手づくりワークショップ運営業務 

(3) 業務内容  

別紙「平成３１年度 未来の担い手づくりワークショップ運営業務仕様書」のとおり 

ただし、最適受託者として選定された者の企画提案内容に応じて、契約時の特記仕様書を変更

する場合がある。 

(4) 業務期間 

   契約締結日の翌日から令和２年２月２８日（金）まで 

 

２．業務に要する費用（事業費限度額） 

６，０００，０００円（取引に係る消費税及び地方消費税の額を含む） 

なお、参考見積書の金額が、業務に要する費用（事業費限度額）を超えた場合は失格とします。 

 

３．参加資格 

プロポーザルに参加できる者（提案者となろうとする者）は、次に掲げる事項を満たす者でなけ

ればなりません｡ 

 (1)公示日現在から候補者特定の日まで、弘前市建設業者等指名停止要領による指名停止を受けていな

いこと。また、弘前市建設業者等指名停止要領による指名停止要件に該当しないこと。 

(2) 青森県内に本社、支社、支店、営業所等を有し、当該事業所において常勤の従業員を雇用し

ていること。 

(3) 地方自治法施行令（昭和２２年政令第１６号）第１６７条の４第１項の規定する者に該当し

ないこと。 

(4) 会社更生法（平成１４年法律第１５４号）に基づく更生手続開始の申立てをしている者（更生手続 

開始の決定を受けている者を除く。）又は民事再生法（平成１１年法律第２２５号）に基づく再生手 

続開始の申立てをしている者（再生手続開始の決定を受けている者を除く。）又は破産法（平成１６ 

年法律第７５号）に基づく破産手続開始の申立てをしている者でないこと。 
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 (5) 役員が暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律（平成３年法律第７７号）第２条に規定す 

  る暴力団員に該当する者でないこと。 

(6) 弘前市競争入札参加資格者名簿に登録されていること。ただし、登録されていない場合であっても、

参加意思表明書提出の際に、次に掲げる書類の写しを提出するときは、このプロポーザルに限り登録

されている者と同等に扱う。 

①登記簿謄本又は履歴(現在)事項全部証明書（法人） 

②身分証明書（個人） 

③財務諸表等（法人及び個人） 

④許認可証等（法人及び個人） 

⑤法人にあっては、直近年度の国税（法人税と消費税及び地方消費税）、地方税（法人住民税

と固定資産税）の納税証明書（未納がないことが確認できるもの） 

⑥個人にあっては、直近年度の国税（申告所得税と消費税及び地方消費税）、地方税（個人住

民税と固定資産税）の納税証明書（未納がないことが確認できるもの） 

 

４．質問の受付及び回答 

(1) 提出期限：平成３１年４月１６日（火）午後４時まで（必着） 

(2) 提出方法：別添の質問書（様式１）により、電子メールにて提出すること。また、提出時には、 

別途、電話によりメールの受信確認を行うこと。 

 提出先メールアドレス：kochokoho@city.hirosaki.lg.jp 

※電子メール以外の方法で提出された質問に対しては回答しません。 

(3) 回答日：平成３１年４月１８日（木） 

(4) 回答方法：弘前市ホームページに掲載 

 

５．参加表明手続 

(1)提出書類：各１部 

①参加意思表明書（様式２） 

②登記簿謄本又は履歴（現在）事項全部証明書（法人） 

③身分証明書（個人） 

④財務諸表等（法人及び個人） 

⑤許認可証等（法人及び個人） 

⑥法人にあっては、直近年度の国税（法人税と消費税及び地方消費税）、市税（法人市民税と固  

 定資産税）の納税証明書（未納がないことが確認できるもの） 

⑦個人にあっては、直近年度の国税（申告所得税と消費税及び地方消費税）、市税（個人住民税

と固定資産税）の納税証明書（未納がないことが確認できるもの） 

  ※弘前市競争入札参加資格者名簿に登録されている者については、②～⑦の提出を省略すること 

ができます。 
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 (2) 提出期限 

平成３１年４月２５日（木）正午まで（必着） 

  (3) 提出場所 

  未来の担い手・地域づくり推進委員会事務局（弘前市企画部広聴広報課内） 

 (4) 提出方法 

持参又は郵送により提出すること。 

持参の場合の受付時間は午前９時から午後４時までとする。（土曜、日曜日及び祝日を除く。）

ただし、最終日は正午までとする。 

なお、郵送で提出する場合は、受け取り日時及び配達されたことが証明できる方法としてくださ

い。 

 (5) 参加資格の通知 

参加資格審査の結果は、参加表明者にファックスで通知する。 

 

６．企画提案書等の作成及び提出 

(1) 提出書類・必要部数 

①業務実施体制各種調書及び企画提案書提出届（様式３） 原本１部 

②業務実施体制各種調書及び企画提案書等 原本１部、副本５部 

ア 会社概要（様式４） 

イ 再委託調書（様式５） 

※再委託する場合のみ 

ウ 企画提案書（任意様式） 

     ※Ａ４判横、片面１０ページ以内（表紙を除く）とすること。 

     ※参加者名を伏せて審査を実施するため、企画提案書は参加者名を記載せずに作成するこ

と。 

エ 参考見積書（任意様式） 

※当業務にかかる経費は全て計上すること。 

(2) 提出期限等 

①提出期限：令和元年５月１３日（月）正午まで（必着） 

②提出場所：未来の担い手・地域づくり推進委員会事務局（弘前市企画部広聴広報課内） 

③提出方法：持参又は郵送によること。 

持参の場合の受付時間は午前９時から午後４時までとする。（土曜、日曜日及び

祝日を除く。）ただし、最終日は正午までとする。 

なお、郵送で提出する場合は、受け取り日時及び配達されたことが証明できる方法

としてください。 

④提出期限までに企画提案書等の提出がない場合は、本プロポーザルへの参加を辞退したもの         

 とみなします。 

 



4 

 

７．審査方法 

プロポーザルの審査は以下のとおりとします。 

(1)審査（書類審査、プレゼンテーション及びヒアリングによる審査） 

提出された業務実施体制各種調書及び企画提案書を下記８(1)～(5)で示す審査基準に基づき審

査するとともに、プレゼンテーション及びヒアリング審査の内容により得点を加減し、最も優れ

ている提案を特定します。プレゼンテーション及びヒアリングは参加者名を伏せ、参加意思表明

書の受付順に実施します。 

   なお、参加者が多数であった場合は、書類審査で一定数の者を選定し、その中からプレゼン 

テーション及びヒアリング審査を行い、受託候補者を選定する場合があります。 

(2)プレゼンテーション審査 

  実施日：令和元年５月１５日（水）【予定】 

  注意事項： 

     ①詳細についてはプロポーザル参加者に別途通知する。 

     ②各参加者の説明時間は１５分以内とする。 

     ③プレゼンテーション当日の追加資料の配布は認めない。 

     ④パソコン、スクリーン、プロジェクター等の機材は準備しない。持ち込みも不可とする。 

 (3) 審査結果の通知 

  審査結果を書面により通知します。また、審査結果に対する問い合わせは受け付けません。 

 

８．審査基準及び配点（詳細は評価基準を参照） 

別添の審査基準に基づき審査します。 

 

９．日程 

質問受付締切       平成３１年 ４月１６日（火）午後４時まで 

参加意思表明書受付締切   平成３１年 ４月２５日（木）正午まで 

企画提案書等受付締切   令和元年  ５月１３日（月）正午まで 

プレゼンテーション審査  令和元年  ５月１５日（水）（予定） 

結果通知         令和元年  ５月１６日（木）（予定） 

契約締結         令和元年  ５月下旬（予定） 

 

１０．失格事項 

本プロポーザルの提案者若しくは提出された提案書が、次のいずれかに該当する場合は、その提

案を失格とします。 

(1)参加資格要件を満たしていない場合 
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(2)提出書類に虚偽の記載があった場合 

(3)実施要領等で示された、提出期限、提出場所、提出方法、書類作成上の留意事項等の条件に適

合しない書類の提出があった場合 

(4)選定結果に影響を与えるような不誠実な行為を行った場合 

 

１１．契約 

候補者特定後、 随意契約に係る協議を行い、協議が整い次第、速やかに随意契約の手続きを行 

 うものとします。 

なお、その際には、特定された者はあらためて見積書を提出するものとします。 

 

１２．その他留意事項 

(1) 提出期限以降における書類の差し替え及び再提出は認めません。 

(2) 提出書類に虚偽の記載をした場合は、提案を失格とするとともに、指名停止措置を行うことが

あります。 

(3) 提出書類は返却しないとともに、提出者の特定以外には提出者に無断で使用しません。 

(4) 書類の作成、提出及びその説明に係る費用は、提出者の負担とします。 

(5) 提出された企画提案書等について、弘前市情報公開条例（平成１８年弘前市条例第１９号） 

の規定による請求があった場合は、企画提案書等を作成した方に対し、意見書を提出する機会 

を与えるものとします。なお、本プロポーザルの候補者特定前において、決定に影響が出る恐れ 

がある情報については決定後の開示とします。 

 

１３．提出・問合せ先 

  未来の担い手・地域づくり推進委員会事務局（弘前市企画部広聴広報課内）担当 古川 

  電話：０１７２－４０－０４９４（直通） 

  メールアドレス kochokoho@city.hirosaki.lg.jp 
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評価基準 

 

評価項目 評価の視点 基準点 換算値 評価 

(1)実施体制 
業務に適切な人員配置・役割分担となっている 

か。 １０ 
  

(2)業務実績 
類似業務の実績が豊富で、企画力・専門性・独 

自性をいかした成果をあげているか。 １０ 
  

(3)業務実施 

業務を実施するにあたって、目的、条件、内容 

を理解しているか。 １０ 

  

業務への取組体制や認識、業務実施上の配慮等 

が妥当であるか。 １０ 

  

(4)技術提案 

提案内容について、業務目的と整合性がとれて 

いるか。 １０ 
  

提案内容について、実現可能な提案であるか。 １０ 
  

業務目的達成のために、独創的・画期的な提案 

であるか。 ２０ 
  

提案内容について、資料や説明がわかりやす 

く、理解しやすいものであるか。 １０ 
  

(5)見積額が適正であるか。 １０ 
  

 

※評価点＝基準点×換算値 

評価 
A B C D E 

非常に優れている 優れている 標準的である 劣っている 不可または記載なし 

換算値 1.0 0.8 0.6 0.4 0.0 

 

※応募者が1社のみの場合 

 基準点を６０点とし、評価点（全審査委員の評価点の合計の平均点）が基準点を満たす場合のみ、

当該応募者を最優秀提案者とする（満たさない場合は、該当なし）。 

 

 


